
研修単位基準 研修単位基準 研修単位基準 研修単位基準

学会、学術大会、
学術集会
研修会、講習会

30分　0.25単位
1日上限　4単位
演者、講師　1単位
最低　年間１２単位

学会、学術大会、
学術集会
研修会、講習会

30分　0.25単位
1日上限　4単位
演者、講師　1単位
最低　年間１２単位

学会、学術大会、
学術集会
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演者、講師　1単位
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学会、学術大会、
学術集会
研修会、講習会

30分　0.25単位
1日上限　4単位
演者、講師　1単位
最低　年間１２単位

日病薬実施の
　ｅ-ラーニング

30分　0.25単位
日病薬実施の
　ｅ-ラーニング

30分　0.25単位
日病薬実施の
　ｅ-ラーニング

30分　0.25単位
日病薬実施の
　ｅ-ラーニング

30分　0.25単位

実習研修 30分　0.25単位 実習研修 30分　0.25単位 実習研修 30分　0.25単位 実習研修 30分　0.25単位

グループ研修 30分　0.25単位 グループ研修 30分　0.25単位 グループ研修 30分　0.25単位 グループ研修 30分　0.25単位

自己研修
1時間　0.25単位
　　上限　年間　5単位

自己研修
1時間　0.25単位
　　上限　年間　5単位

自己研修
1時間　0.25単位
　　上限　年間　5単位

自己研修
1時間　0.25単位
　　上限　年間　5単位

学術論文等掲載

査読有り　１報３単位
　　　共著者　1単位
査読無し　１報１単位
　　　共著者　1単位

学術論文等掲載

査読有り　１報３単位
　　　共著者　1単位
査読無し　１報１単位
　　　共著者　1単位

学術論文等掲載

査読有り　１報３単位
　　　共著者　1単位
査読無し　１報１単位
　　　共著者　1単位

学術論文等掲載

査読有り　１報３単位
　　　共著者　1単位
査読無し　１報１単位
　　　共著者　1単位

主な変更点と注意事項 主な変更点と注意事項 主な変更点と注意事項 主な変更点と注意事項

・地域特別処置；日本短波放送聴講単位　廃止 ・地域特別処置；日本短波放送聴講単位　廃止 ・地域特別処置；日本短波放送聴講単位　廃止 ・地域特別処置；日本短波放送聴講単位　廃止

・学会発表の共同研究者；単位廃止 ・学会発表の共同研究者；単位廃止 ・学会発表の共同研究者；単位廃止 ・学会発表の共同研究者；単位廃止

・学会参加等の証明は施設長の認印で可。 ・学会参加等の証明は施設長の認印で可。 ・学会参加等の証明は施設長の認印で可。 ・学会参加等の証明は施設長の認印で可。

・自己研修は５単位を超えた部分は無効。 ・自己研修は５単位を超えた部分は無効。 ・自己研修は５単位を超えた部分は無効。 ・自己研修は５単位を超えた部分は無効。

・病薬講演会は聴講シール又は
　　　　　　　　　認印無きものは無効。

・参加単位は30分毎に0.25単位
　　　　例）1.5時間＝0.75単位
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　　　　　　　　　認印無きものは無効。
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　　　　例）1.5時間＝0.75単位
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・参加単位は30分毎に0.25単位
　　　　例）1.5時間＝0.75単位

・病薬講演会は聴講シール又は
　　　　　　　　　認印無きものは無効。

・参加単位は30分毎に0.25単位
　　　　例）1.5時間＝0.75単位


